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（
国
土
交
通
委
員
会
）

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
（
閣
法
第
五
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
認
可

法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
を
解
散
し
て
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
を
設
立
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業

務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
独
立
行

。

政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
と
す
る
。

。

二

機
構
は
、
周
辺
整
備
空
港
（
大
阪
国
際
空
港
、
福
岡
空
港
）
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
空
港
周
辺
整
備
計
画
を
実
施
す
る
等

に
よ
り
そ
の
地
域
に
お
け
る
航
空
機
の
騒
音
に
よ
り
生
ず
る
障
害
の
防
止
及
び
軽
減
を
図
り
、
併
せ
て
生
活
環
境
の
改
善
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三

機
構
は
、
主
た
る
事
務
所
を
大
阪
府
に
置
く
。

四

機
構
の
資
本
金
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
政
府
等
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
と
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す
る
。
ま
た
、
資
本
金
の
増
加
等
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

五

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
理
事
四
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

理
事
長
の
任
期
は
四
年
と
し
、
理
事
及
び
監
事
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。

六

機
構
は
、
二
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
空
港
周
辺
整
備
計
画
に
基
づ
き
、
緑
地
帯
そ
の
他
緩
衝
地
帯
、
航
空
機
の
騒
音

に
よ
り
そ
の
機
能
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
少
な
い
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
等
の
造
成
、
管
理
及
び
譲
渡
を
行
い
、
並
び
に

周
辺
整
備
空
港
に
係
る
住
宅
の
騒
音
防
止
工
事
に
関
し
助
成
す
る
等
の
業
務
を
行
う
。

七

機
構
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣
、
主
務
省
及
び
主
務
省
令
は
、
国
土
交
通
大
臣
、
国
土
交
通
省
及
び
国
土
交
通

省
令
と
す
る
。

八

所
要
の
罰
則
規
定
を
設
け
る
。

九

利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
、
長
期
借
入
金
及
び
空
港
周
辺
整
備
債
券
、
政
府
か
ら
の
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
し
て

所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

十

空
港
周
辺
整
備
機
構
は
、
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
国
等
が
継
承
す
る
資
産
を
除
き
、
そ
の
一

切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
機
構
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
。
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十
一

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


